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※ 警察へのご意見や各種相談は、けいさつ総合相談センター

「#9110」（ダイヤル回線及び一部のＩＰ電話不可）又は

048-822-9110若しくは各警察署を利用して下さい。 

数値は取扱い件数であり、 

認知件数とは異なります。 

●万引き   ４件●自転車盗  ７件 

●部品ねらい １件●その他窃盗 ９件 

●物損事故 ２０件●人身事故  ７件 

●落し物   ９１件 

  管内で自転車盗難が多発しており、当交番でも
警戒を強化しています。 
  万が一、被害に遭われた際は、早期に届出をお
願いします。 
  
             
 〇 防犯登録証明書をご持参下さい。 
 〇 被害届は、被害者本人以外に保護者の方等も提出で  
   きますが、被害場所等を被害者に確認してから届出願 
   います。 
 〇 届出は発生場所の管轄を問わず提出できます。 

交通反則通告制度の導入後、検挙後の手続は大きく変わります。 

自転車の交通ルールを再確認しましょう。 
★自転車安全利用五則 

１ 車道が原則、左側を通行 

  歩道は例外、歩行者を優先  

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認  

３ 夜間はライトを点灯  

４ 飲酒運転は禁止  

５ ヘルメットを着用 

 

青切符の導入は、

こちらからアクセス

できます 

 


